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(57)【要約】
【課題】ゲーム内容に応じた情報をカードに印刷して提
供するゲーム機能付きのカード販売装置において、プリ
ンタのメンテナンス性を向上する。
【解決手段】ゲームの実行結果に応じたカードを排出す
るカード販売装置であって、プレイヤからの操作入力を
受け付ける操作受付部と、操作入力に従ってゲーム機能
を実行する処理部と、ゲーム機能の実行結果に応じた情
報を印刷しカードとして排出する印刷装置と、少なくと
も印刷装置を収納する収納部と、印刷装置から排出され
たカードをプレイヤが取り出し可能に収容するカード収
容器を備えるカード取出部とを備え、印刷装置は収納部
の奥側に収納された第１の位置と、収納部の手前側に引
き出された第２の位置との間でスライド可能に構成され
たことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームの実行結果に応じたカードを排出するカード販売装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報を印刷しカードとして排出する印刷装置と、
　少なくとも前記印刷装置を収納する収納部と、
　前記印刷装置から排出されたカードを前記プレイヤが取り出し可能に収容するカード収
容器を備えるカード取出部と、
を備え、
　前記印刷装置は、前記収納部の奥側に収納された第１の位置と、前記収納部の手前側に
引き出された第２の位置との間でスライド可能に構成されたことを特徴とするカード販売
装置。
【請求項２】
　前記印刷装置は、前記収納部内で設置台上に設置され、
　前記設置台は、前記印刷装置を前記第１の位置と前記第２の位置との間でスライド可能
に構成されたことを特徴とする請求項１に記載のカード販売装置。
【請求項３】
　前記カード取出部は前記収納部の前面扉に設けられ、
　前記印刷装置の前記第１の位置において、前記前面扉の裏側に設けられた前記カード収
容器と前記印刷装置とが最も近接し、前記前面扉を前記収納部に対して完全に閉じた状態
とすることが可能となることを特徴とする請求項２に記載のカード販売装置。
【請求項４】
　前記カード取出部は、
　　前記前面扉の表側に取り付けられ、かつ、前記カード販売装置の前側方向に回動する
ように構成された外側扉と、
　　前記カード収容器内に取り付けられ、かつ、前記カード販売装置の奥側方向に回動す
るように構成された内側扉と
を備えることを特徴とする請求項３に記載のカード販売装置。
【請求項５】
　前記カード収容器は、前記前面扉と交差する辺に該カード収容器内に折り返された折り
返し板を備えることを特徴とする請求項３又は４に記載のカード販売装置。
【請求項６】
　前記カード販売装置へのコインの投入を検知する検知部を、前記収納部の前面扉に更に
備え、
　前記前面扉の裏側に、前記検知部と前記カード収容器とを仕切るためセパレータを更に
備えることを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項７】
　前記設置台を前記第１の位置と前記第２の位置とでそれぞれ固定するための固定機構を
更に備えることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項８】
　前記固定機構は、前記設置台の前記第１の位置及び前記第２の位置にそれぞれ対応する
ように設けられた開口部へ挿入可能なプレートを備え、該プレートを前記開口部に挿入す
ることにより前記設置台が前記第１の位置及び前記第２の位置のいずれかに固定されるこ
とを特徴とする請求項７に記載のカード販売装置。
【請求項９】
　前記設置台は、複数のカードを積層状態で収容し、排出することが可能なストッカ部を
前記印刷装置と交換して、又は、該印刷装置と併設して設置可能に構成されていることを
特徴とする請求項２乃至８のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項１０】
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　前記第１の位置において前記印刷装置が印刷し、排出したカードが前記カード収容器に
投下されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項１１】
　前記操作受付部は、前記カード販売装置の前側方向に向かって傾斜したジョイスティッ
クを備えることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項１２】
　前記収納部は、前記カード販売装置の筐体内を仕切り板で仕切ることにより形成され、
　前記仕切り板は、前記印刷装置を収容可能であり、かつ、前記筐体内の前記収納部以外
の空間へのアクセスを可能とする開口を有し、
　前記印刷装置が前記第１の位置にある場合に該印刷装置は前記仕切り板の開口に収容さ
れることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はゲーム機能付きのカード販売装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カードを販売すると共に、販売したカードでゲームを行うことができるカード販売装置
が知られている（特許文献１を参照）。また、印刷済のカードではなく、ゲーム機におい
てゲーム内容に応じた情報を印刷したカードを提供する装置もある（特許文献２を参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３１０７６号公報
【特許文献２】特開平７－３９６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなカードを印刷して提供する装置の場合、装置内にプリンタを内蔵することと
なるが、当該プリンタのメンテナンスを容易とする構造が求められる。
【０００５】
　本発明の目的は、ゲーム内容に応じた情報を印刷しカードとして提供するゲーム機能付
きのカード販売装置において、プリンタのメンテナンス性を向上することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明は、ゲームの実行結果に応じたカードを排出するカード販売
装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報をカードに印刷し排出する印刷装置と、
　少なくとも前記印刷装置を収納する収納部と、
　前記印刷装置から排出されたカードを前記プレイヤが取り出し可能に収容するカード収
容器を備えるカード取出部と、
を備え、
　前記印刷装置は前記収納部の奥側に収納された第１の位置と、前記収納部の手前側に引
き出された第２の位置との間でスライド可能に構成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　ゲーム内容に応じた情報をカードに印刷して提供するゲーム機能付きのカード販売装置
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において、プリンタのメンテナンス性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】発明の実施形態に係るカード販売装置の一例を示す斜視図。
【図２】上記カード販売装置の制御系のブロック図。
【図３】上記カード販売装置のジョイスティックの断面構造の一例を示す断面図。
【図４】上記カード販売装置の内部構造の一例を示す図。
【図５】上記カード販売装置の設置台５１と停止・固定機構５６の構造的関係を説明する
ための図。
【図６】上記カード販売装置の前面扉１０の裏側構造を説明するための図。
【図７】上記カード販売装置のカード収容器１２ａとプリンタ４５との配置関係を説明す
るための図。
【図８】上記カード販売装置のカード収容部１２におけるカードを取り出す際の状態の変
化を説明するための図。
【図９】上記カード販売装置の設置台５１上にストッカ６１を配置した場合を説明する図
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
＜装置の概要＞
　図１は本発明の一実施形態に係るカード販売装置Ａの斜視図である。まず、カード販売
装置Ａの概要について説明し、その後、その構造の詳細について説明する。カード販売装
置Ａは、カードの販売機能とゲーム機能とを備え、カードが購入されるとゲームを実行す
るゲーム機能付きのカード販売装置である。
【００１０】
　カード販売装置Ａは、その筐体が、本体部１と、表示・展示部２と、操作盤３と、に大
別される。操作盤３は水平方向に棚上に配置されており、表示・展示部２は垂直方向に延
設されている。本体部１は側面視でＬ字型をなし、表示・展示部２と操作盤３とを支持す
る。
【００１１】
　本体部１には、正面の前面扉１０が開閉可能に備え付けられており、当該前面扉１０は
カードＣの対価である購入代金を投入するための投入部１１と、カードＣを取り出すため
のカード取出部１２と、を備える。カード取出部１２からは、例えば、未印刷のロール状
のシートに対してゲームの内容に応じた情報を印刷するプリンタ（印刷装置）で印刷され
カード状に１枚ずつ切断されたカードＣ、或いは、複数のカードを積層状態で収容するス
トッカ部から１枚ずつ排出されたカードＣを取り出すことができる。カードＣには、例え
ば、プリンタによりその表面にゲームに登場するキャラクタ等の画像やバーコード等が印
刷される。なお、プリンタは、ロール状のシートをカードとして１枚ずつ切断する切断装
置を内蔵してもよく、また当該切断装置をプリンタとは別体として設けてもよい。
【００１２】
　表示・展示部２には、液晶表示装置等の電子画像を表示する表示部２１が設けられてい
る。表示部２１の正面には透明パネルが設けられ、表示部２１を保護している。表示部２
１は操作盤３よりも上方に位置しており、プレイヤが操作盤３上で操作を行いながら、画
像表示を見易くしている。表示部２１は、カードＣの販売に関するガイダンスや、ゲーム
用の画像を表示する。表示部２１は、例えば、カードＣから読み取られるゲーム用のデー
タに対応したキャラクタの画像を表示する。また、例えば、ゲーム機能で実行されるゲー
ムが、種類の異なる複数のキャラクタが対戦して勝ち負けを競う対戦ゲームである場合、
その対戦ゲームの画像を表示する。
【００１３】
　操作盤３には、その上面に、プレイヤの操作を受け付ける操作部３１Ｒ、３１Ｌが取り
付けられている。本実施形態の場合、操作部３１Ｒ、３１Ｌは、それぞれ、３つのボタン
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型のスイッチ（操作部材）３１ａから構成されている。本実施形態の場合、操作部３１Ｒ
は操作盤３の上面右側に、操作部３１Ｌは操作盤３の上面左側に、それぞれ設けられてお
り、対戦ゲームを行う場合に、一方のプレイヤからの操作を操作部３１Ｒで、他方のプレ
イヤからの操作を操作部３１Ｌで、それぞれ受付可能としている。また、操作盤３におい
て操作部３１Ｒ、３１Ｌの取り付け位置はプレイヤが操作部を操作し易いように水平位置
よりも前側（手前側、プレイヤ側）下方に僅かに傾斜している。
【００１４】
　また、操作盤３にはカードＣを挿入するカード挿入口３２ａを形成するカード挿入部３
２が設けられている。カード挿入口３２ａの奥側には、後述する読取部３３が設けられて
いる。読取部３３はカードＣに記録されたゲーム用のデータを読み取る。プレイヤはカー
ド挿入口３２ａにカードＣを挿入し、カードＣを奥側にスライドすることで、そのゲーム
用のデータを読取部３３に読み取らせることができる。読取部３３は、カードＣにおける
ゲーム用のデータの記録方式に応じたセンサを備え、例えば、ゲーム用のデータがバーコ
ード形式で記録されている場合、バーコードを読み取る光学センサを備えることになる。
【００１５】
　操作盤３にはさらに、ジョイスティック３４が設けられている。ジョイスティック３４
はレバー３４ａを３６０度任意の方向に傾けることが可能に構成されており、レバー３４
ａが傾けられた方向に応じて方向入力を受け付けることができる。
【００１６】
　次に、図２を参照してカード販売装置Ａの制御系の構成について説明する。図２はカー
ド販売装置Ａの制御系のブロック図である。ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ４２に記憶された各種
プログラムとデータを読み出してゲーム機能とカード販売機能とを実現する。ＲＡＭ４３
は、ワークエリアなどとして機能する。ゲーム機能としては、例えばプレイヤがゲーム中
のキャラクタを操作して対戦ゲームを行ったり、当該対戦の結果に従ってキャラクタを育
成したり、仲間のキャラクタを増やしたりする。カードＣに印刷されるキャラクタ情報は
、当該育成されて各種パラメータが更新されたキャラクタの情報や、仲間のキャラクタの
情報を含む。また、キャラクタ情報はカードＣに印刷されるバーコードの内容にも反映さ
れる。
【００１７】
　音声出力装置４４は、例えば、音声回路とスピーカとを備え、ＣＰＵ４１からの出力命
令にしたがって効果音や音声メッセージなどを出力する。コイン検知部１１ａは、投入部
１１に投入されたコインを検知するセンサを備え、正規のコインの投入を検知すると検知
信号をＣＰＵ４１に送出する。なお、コインは硬貨であってもよいし、硬貨と引き換えで
貸与されるゲーム用コインであってもよい。プリンタ４５は、ゲームが終了すると、又は
ゲームの進行中に、ゲームの進行状況に応じた情報（キャラクタや背景の情報を含む）及
びバーコードを未印刷のロール状のシートに印刷してカードとしてカード取出部１２に排
出する。
【００１８】
　ＣＰＵ４１は、例えば、以下の処理を行う。まず、コイン検知部１１ａからコイン検知
信号を受信すると、表示部２１にメニュー画面を表示する。当該メニュー画面は、プレイ
ヤにプレイするゲームを選択させたり、プレイヤが所有するカードＣを読取部３３読み取
らせるための指示を行ったりする画面である。プレイヤは、操作部３１Ｒ又は３１Ｌ、或
いはジョイスティック３４を操作してメニュー画面に対して応答する。なお、ゲームをプ
レイする場合には、更に、一人でプレイするか２人でプレイするかを選択させるようにす
ることができる。
【００１９】
　画面の指示に従いプレイヤがカードＣをカード挿入口３２ａに挿入し、読取部３３がカ
ードＣを読み取ると、ゲームの進行に必要なパラメータ（例えば、キャラクタに関する体
力、攻撃力、防御力等）が設定される。そして、表示部２１にゲーム画像を表示し、操作
部３１Ｒ又は３１Ｌ、ジョイスティック３４に対するプレイヤの操作と、設定したパラメ
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ータとに基づいて勝敗を決定する処理等を行う。一人プレイの場合は、プレイヤ対コンピ
ュータとなり、二人プレイの場合はプレイヤ対プレイヤとなるが、基本的な処理は同様の
ものとなる。
【００２０】
　なお、ジョイスティック３４の構造は、図３の断面図に示す通りである。ジョイスティ
ック３４は、レバー３４ａ、台座３４ｂ及び操作検知部３４ｃで構成されている。レバー
３４ａは、操作盤３の面に対し、プレイヤに向かって一定角度（図３では１５度）の傾斜
を有するように設置されている。これにより、初期位置においてレバー３４ａがプレイヤ
側に傾くことになるので操作性が向上する。また、台座３４ｂは、操作盤３の面に対し、
上方に隆起した形状となっている。これにより、操作盤３上においてレバー３４ａを目立
たせることが出来ると共に、操作検知部３４ｃを台座３４ｂの内部空間に収めることで本
体部１内のプリンタ等との干渉を避けることができる。
【００２１】
　＜筐体構造の詳細＞
　次に、カード販売装置Ａの内部構造について図１、図４乃至図９を参照して詳述する。
図４は、本体部１の正面に位置する前面扉１０を開放した場合の内部構造を示す。図４に
おいて、本体内には、プリンタ４５が本体内を前後に移動可能な設置台５１上に設置され
ている。プリンタ４５は、カラープリンタであって印字方式はインクジェット方式、電子
写真方式のいずれであってもよい。プリンタで印刷されカード状に１枚ずつ切断されたカ
ードＣは排出口４５ａから排出される。
【００２２】
　設置台５１にはスライド方向に平行な側面にスライドレール５１ａが取り付けられてお
り、設置台５１はスライドレール５１ａの作用により本体内を前側と奥側との間でスライ
ド可能となっている。スライドレール５１ａは、例えば、アウターレール、インナーレー
ル、多数のボール、及び、該多数のボールを収容するボール収容部で構成される。アウタ
ーレールとインナーレールとはボールを介して接触し、インナーレールがアウターレール
からスライドして引き出し可能に構成される。なお、本実施形態においては、プリンタ４
５を設置した設置台５１自体をスライド可能に構成する例を説明したが、設置台５１を設
けずにプリンタ４５自体をスライド可能に構成したものでもよい。あるいは、設置台５１
は固定的に構成する一方で、プリンタ４５自体をスライド可能に構成したものでもよい。
当該プリンタ４５自体をスライド可能に構成する方法としては、例えば、プリンタ４５の
底板をプリンタ４５の本体に対してスライド可能に構成する方法や、プリンタ４５の底面
にスライドレールを設ける方法がある。
【００２３】
　当該設置台５１の移動を停止させ、所定位置に固定するための停止・固定機構５６は、
設置台５１を本体内の奥側の第１の位置と、本体内の前側の第２の位置とでそれぞれ停止
、固定させる。停止・固定機構５６は、ストッパ５６ａとロック機構５６ｂとを含み、ス
トッパ５６ａは設置台５１と結合され設置台５１の可動範囲を規定する。具体的に、本体
内の奥側へ向かう設置台５１の移動は仕切り板５５がストッパ５６ａと当接して移動が規
制される。また、本体内の前側に向かう移動は、ストッパ５６ａがロック機構５６ｂと当
接することにより規制される。
【００２４】
　ここで、図５を参照して設置台５１と停止・固定機構５６の構造的関係を更に説明する
。図５（Ａ）において、ストッパ５６ａが設けられる設置台５１の延長部分５１ｂには上
記第１の位置と第２の位置とにそれぞれ対応する開口部５１ｃが設けられている。ロック
機構５６ｂは逆Ｌ字型のプレートを備え、当該プレートが下方向に移動して開口部５１ｃ
に挿入されることにより、設置台５１を第１の位置及び第２の位置のそれぞれにおいて固
定することができる。設置台５１の延長部分５１ｂは設置台の移動に伴って本体内を前後
方向に移動するが、上述のように本体内の奥側ではストッパ５６ａが仕切り板５５と当接
して移動が規制される。また、本体内の前側ではストッパ５６ａがロック機構５６ｂと当
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接してやはり移動が規制される。図５（Ｂ）は、逆Ｌ字型プレートが開口５１ｃに挿入さ
れたロック状態（実線）と、開口５１ｃから引き抜かれたアンロック状態（点線）とを示
している。
【００２５】
　なお、プリンタ４５自体をスライド可能に構成した場合、プリンタ４５は底板、或いは
、スライドレールに対して、少なくとも上記第１の位置と第２の位置との間の距離に応じ
た可動範囲を有する。そして、プリンタ４５が底板等の真上に位置する場合にはプリンタ
４５は本体内の奥側の第１の位置に配置される一方、プリンタ４５が底板等の真上から本
体の手前側に引き出されれば第２の位置に配置されることとなる。
【００２６】
　以上の構造に基づき、前面扉１０を閉じてカード販売装置Ａを利用する状態ではプリン
タ４５を本体内の上記第１の位置に対応する位置に配置された状態とする。その一方、前
面扉１０を開いて、プリンタ４５をメンテナンスする場合には、プリンタ４５が本体の前
側に引き出されて本体内の上記第２の位置に対応する位置に配置された状態となり、プリ
ンタの記録媒体であるロール状のシートの補充や、カートリッジの交換が容易になる。
【００２７】
　また、カード販売装置Ａの内部では、収納部５２の奥側にカード販売装置Ａの動作を制
御するためのパソコン（図２のＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３を包含する）が配置
される。当該パソコンは表示部２１、操作部３１Ｒ、３１Ｌ、ジョイスティック３４、コ
イン検知部１１ａ、音声出力装置４４、プリンタ４５、制御基板４６と接続され、これら
の動作を制御する。なお、パソコンの収納部は、本体の裏側（後述する第２の空間）に設
けられてもよい。
【００２８】
　図４に戻って、コイン収納部５３は投入部１１から投入されたコインを収納するボック
スであって、鍵５３ａ及び開閉用のレバー５３ｂを備えている。また、電源部５４はカー
ド販売装置Ａ内の各構成要素に対して電源を供給する。仕切り板５５は、本体内をプリン
タ４５、コイン収納部５３、電源部５４が配置される収納部（第１の空間）と、カード販
売装置Ａの制御基板等が配置される収納部以外の空間（第２の空間）とを仕切っている。
仕切り板５５には、プリンタ４５の後部と当接しないように、該プリンタ４５を収容可能
な大きさを有する開口５５ａが設けられている。カード販売装置Ａは、メンテナンスのた
めに制御基板に対し装置の裏側からアクセスすることが可能となっているが、プリンタ４
５を設置台５１から取り除くことで、又は設置台５１を前側にスライドさせることで開口
５５ａからもアクセスが可能となるので、メンテナンス効率が向上する。
【００２９】
　次に、図６を参照して、カード販売装置Ａの前面扉１０の裏側の構造について詳述する
。図６において、前面扉１０の裏側には、カード取出部１２の本体内部側構造、セパレー
タ５７、コイン検知部１１ａが備えられている。カード取出部１２は、プリンタ４５等か
ら排出されたカードを収容するカード収容器１２ａを備えており、当該カード収容器１２
ａの底板１２ｂに対し、プリンタ４５で印刷されたカードＣが投下される、カード収容器
１２ａは例えばステンレス製であり、カードＣがプレイヤによって回収されるまでカード
Ｃを保持する。斜線で示す内側扉１２ｃは、カード収容器１２ａ内に配置された防犯用の
中扉である。また、折り返し板１２ｄは、カード収容器１２ａの前面扉１０と交差する辺
において内側に折り返された板状の構造体であって、カード収容器１２ａと同一素材であ
ってもよい。当該折り返し板１２ｄは、コイン検知部１１ａに不正目的でアクセスするた
めにカード取出部１２の表側開口から本体内部に手やワイヤーが侵入した場合に、進路を
妨害することにより当該不正行為を防止することができる。
【００３０】
　セパレータ５７は、やはりコイン検知部１１ａへの不正アクセスを防止するための機構
であって、コイン検知部１１ａへの進路を妨害することにより当該不正行為を防止するこ
とができる。なお、コイン検知部１１ａそのものは発明の主たる特徴的要素ではないので
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、図５ではその詳細な構造については省略し、簡略的にボックスとして示している。なお
コイン検知部１１ａを通過したコインは上述のコイン収納部５３に収納される。
【００３１】
　次に図７を参照して、カード収容器１２ａとプリンタ４５との配置関係について説明す
る。図７（Ａ）は、前面扉１０が閉じた状態でのカード収容器１２ａとプリンタとの関係
を示している。この状態ではプリンタ４５の排出口４５ａの真下にカード収容器１２ａが
位置している。従って、プリンタ４５から排出されたカードＣはそのまま重力で下方向に
落下するとカード収容器１２ａ内に収容されることとなる。また、図７（Ａ）の状態では
カード収容器１２ａとプリンタ４５とが近接した状態となっているが、このときプリンタ
４５が設置されている設置台５１は、本体内の奥側の第１の位置で停止した状態である。
また、プリンタ４５は設置台５１の前側端部ぎりぎりに設置されていると仮定する。よっ
て、前面扉１０を閉じるためには設置台５１を本体内の奥側の第１の位置まで移動するこ
とが必要となる。なお第１の位置では上述のロック機構５６ｂによりロックが係ることに
なっているので、ロック位置である第１の位置まで設置台５１を押し込み、プリンタを本
体内に収納することとなる。
【００３２】
　次に、図７（Ｂ）は、前面扉１０が開いた状態でのカード収容器１２ａとプリンタとの
関係を示している。この状態では前面扉１０の開放に伴いカード収容器１２ａはプリンタ
４５の直近位置から離れて位置することとなり、プリンタ４５の前方に空間が生まれる。
これにより設置台５１を前方に引き出して第２の位置まで移動させることが可能となる。
図７（Ｂ）では、第１の位置におけるプリンタ４５及び設置台５１の位置を点線で示すと
共に、第２の位置におけるプリンタ４５及び設置台５１の位置を実線で示している。この
状態であれば、プリンタ４５のメンテナンスを容易に行える。
【００３３】
　次に図８を参照して、カード収容部１２におけるカードを取り出す際の状態の変化につ
いて説明する。図８は、カード収容器１２ａの図７（Ａ）の一点鎖線における断面を、矢
印方向に見た場合の断面図を概略的に示す。図８（Ａ）では、カード収容器１２ａの底板
１２ｂにはカードＣが存在している。プレイヤはまだカードを回収に来ていないので内側
扉１２ｃ及びカード収容部１２の外側（前面扉１０の表側）に位置する外側扉１２ｅは共
に閉じた状態にある。次に図８（Ｂ）では、プレイヤが外側扉１２ｅを本体の前側方向に
開けると共に、手をカード収容器１２ａ内に挿入し内側扉１２ｃを本体の奥側方向に押し
込むことによりカードＣにアクセス可能な状態となっている。内側扉１２ｃ及び外側扉１
２ｅは、それぞれ回転軸１２ｆにより回動可能となっている。
【００３４】
　次に図９を参照して、設置台５１上にプリンタ４５の代わりにストッカ６１を配置した
場合を説明する。ストッカ６１は、印刷済みの複数のカードを積層状態で収容し、１枚ず
つ排出することができる。排出されたカードＣはカード収容器１２ａへ投下される。図９
はストッカ６１が２台設置された例を示しており、各ストッカ６１は設置台５１上での占
有面積がプリンタと少なくとも同じか、より小さいことが望ましい。これにより設置台５
１を共通に使用することが可能となる。よって、ストッカ６１にカードを補充する場合に
も設置台５１を第２の位置に引き出すことが可能となるので、カードの補充作業がより効
率的に実施可能となる。なお、ストッカ６１とプリンタ４５とを併設してもよい。その場
合には、プリンタ４５からはゲーム実行結果に応じた情報が印刷されたカードＣが排出さ
れ、ストッカ６１からは印刷済みのカードＣが排出されることとなるが、排出されるカー
ド及びカードの排出元は、ゲームの進行状況や結果、及び、プレイヤの選択の少なくとも
いずれかに応じて切り替えることができる。
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームの実行結果に応じたカードを排出するカード販売装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報をロール状のシートに印刷しカードとして１枚
ずつ切断して排出する印刷装置と、
　少なくとも前記印刷装置を収納する収納部と、
　前記印刷装置から排出されたカードを前記プレイヤが取り出し可能に収容するカード収
容器を備えるカード取出部と、
を備え、
　前記印刷装置は、前記収納部の奥側に収納された第１の位置と、前記収納部の手前側に
引き出された第２の位置との間でスライド可能に構成され、
　前記収納部は、前記カード販売装置の筐体内を仕切り板で前後に仕切ることにより形成
され、
　前記仕切り板は、前記印刷装置を収容可能であり、かつ、前記筐体内の前記収納部以外
の空間へのアクセスを可能とする開口を有し、
　前記印刷装置が前記第１の位置にある場合に該印刷装置は前記仕切り板の開口に収容さ
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れることを特徴とするカード販売装置。
【請求項２】
　前記印刷装置は、前記収納部内で設置台上に設置され、
　前記設置台は、前記印刷装置を前記第１の位置と前記第２の位置との間でスライド可能
に構成され、
　前記設置台は前記第１の位置において前記仕切り板の前記開口に収容され、かつ、前記
設置台が有する停止部材と前記仕切り板とが当接することにより前記第１の位置が規定さ
れることを特徴とする請求項１に記載のカード販売装置。
【請求項３】
　前記カード取出部は前記収納部の前面扉に設けられ、
　前記印刷装置の前記第１の位置において、前記前面扉の裏側に設けられた前記カード収
容器と前記印刷装置とが最も近接し、前記前面扉を前記収納部に対して完全に閉じた状態
とすることが可能となることを特徴とする請求項２に記載のカード販売装置。
【請求項４】
　前記カード取出部は、
　　前記前面扉の表側に取り付けられ、かつ、前記カード販売装置の前側方向に回動する
ように構成された外側扉と、
　　前記カード収容器内に取り付けられ、かつ、前記カード販売装置の奥側方向に回動す
るように構成された内側扉と
を備えることを特徴とする請求項３に記載のカード販売装置。
【請求項５】
　前記カード収容器は、前記前面扉と交差する辺に該カード収容器内に折り返された折り
返し板を備えることを特徴とする請求項３又は４に記載のカード販売装置。
【請求項６】
　前記カード販売装置へのコインの投入を検知する検知部を、前記収納部の前面扉に更に
備え、
　前記前面扉の裏側に、前記検知部と前記カード収容器とを仕切るためセパレータを更に
備えることを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項７】
　前記設置台を前記第１の位置と前記第２の位置とでそれぞれ固定するための固定機構を
更に備えることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項８】
　前記固定機構は、前記設置台の前記第１の位置及び前記第２の位置にそれぞれ対応する
ように設けられた開口部へ挿入可能なプレートを備え、該プレートを前記開口部に挿入す
ることにより前記設置台が前記第１の位置及び前記第２の位置のいずれかに固定されるこ
とを特徴とする請求項７に記載のカード販売装置。
【請求項９】
　前記設置台は、複数のカードを積層状態で収容し、排出することが可能なストッカ部を
前記印刷装置と交換して、又は、該印刷装置と併設して設置可能に構成されていることを
特徴とする請求項２乃至８のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項１０】
　前記第１の位置において前記印刷装置が印刷し、排出したカードが前記カード収容器に
投下されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項１１】
　前記操作受付部は、前記カード販売装置の前側方向に向かって傾斜したジョイスティッ
クを備えることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明は、ゲームの実行結果に応じたカードを排出するカード販売
装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報をロール状のシートに印刷しカードとして１枚
ずつ切断して排出する印刷装置と、
　少なくとも前記印刷装置を収納する収納部と、
　前記印刷装置から排出されたカードを前記プレイヤが取り出し可能に収容するカード収
容器を備えるカード取出部と、
を備え、
　前記印刷装置は、前記収納部の奥側に収納された第１の位置と、前記収納部の手前側に
引き出された第２の位置との間でスライド可能に構成され、
　前記収納部は、前記カード販売装置の筐体内を仕切り板で前後に仕切ることにより形成
され、
　前記仕切り板は、前記印刷装置を収容可能であり、かつ、前記筐体内の前記収納部以外
の空間へのアクセスを可能とする開口を有し、
　前記印刷装置が前記第１の位置にある場合に該印刷装置は前記仕切り板の開口に収容さ
れることを特徴とする。
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